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（こんくりーと now 10） 

 

高強度コンクリート施工指針改定 

日本建築学会 施工指針改定小委員会 

一瀬賢一主査に聞く 

高強度化の進展に対応 
 
 高強度コンクリートの技術開発が進展している。設計基準強度１００Ｎ／㎟を超える超高強度コ

ンクリートも超高層建築で一般的に採用されるようになっている。日本建築学会は１１月にセメン

トや混和剤などの材料開発が進んだことで、施工されるコンクリートの強度レベルが向上している

ことを受けて、「高強度コンクリート施工指針」を改定した。今回の改定ではＪＩＳやＪＡＳＳ５な

どの規格・基準類と内容の整合化が図られている。指針改定の概要について、施工指針改定小委員

会の一瀬賢一主査聞いた。 
 

高炉スラグ指針を反映／１００Ｎ超 混和剤選定基準を制定 

 日本建築学会は「高強度コンクリート施工指針」を８年ぶりに改定した。セメントや混和剤など

の材料の技術開発が進んだことで、施工されるコンクリートの強度レベルが上がっていることから、

現場の実態に対応した実用的な指針に内容を改めた。また、指針の初版が発刊された２００５年以

降に改正されたＪＩＳやＪＡＳＳ５など規格・基準類と内容の整合化を図っている。 
 指針の改定は、材料施工委員会・鉄筋コンクリート工事運営委員会傘下の「高強度コンクリート

施工指針改定小委員会」が行った。改定小委員会の主査を務めた大林組技術研究所の一瀬賢一生産

技術研究部長は改定作業の第一段階として、「対象とする設計基準強度の上限値を１２０Ｎ／㎟から

引き上げることを検討した」と話す。 
 指針を発刊した０５年以降の８年間で最高強度は３００Ｎ／㎟まで到達し、１５０～２００Ｎ／

㎟クラスの実施工もいくつか行われている。また、三大都市圏以外の地方の都市部でも６０Ｎ／㎟

程度の高強度コンクリートが採用されるようになっている。「生コン工場側もかつてはゼネコンと共

同で高強度大臣認定を取得していたが、それが今では工場単独で６０～８０Ｎ／㎟クラスの高強度

大臣認定を取得しており、初版の指針の時点ではまったく想定していなかった状況となった」（一瀬

主査）として、実態に即した内容とすることを検討したという。 
 ただ、改定作業で議論を重ねた結果、今回の改定では設計基準強度の上限値の変更を見送り、初

版と同じ１２０Ｎ／㎟で据え置いた。一瀬主査はその理由について、「１５０Ｎ／㎟までなら現状の

技術の延長線上で何とか対応できるが、それを超えると試験体の扱いや強度の考え方などで必要と

される技術が増えるため、施工に対応できるのは一部の大手ゼネコンに限られる。各社の技術的ノ

ウハウに関わるので強度の上限値を引き上げるのは断念した」と話す。 
 設計基準強度の上限値の引き上げを見送る代わりに、１５０Ｎ／㎟から２００Ｎ／㎟までの施工

事例として建物の構造概要や打設したコンクリートの調合など公開されている工事記録を付録とし
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て掲載した。現場打ち、プレキャスト、ＣＦＴ造など建築で採用されている代表的な事例が網羅さ

れており、有用な資料となっている。 
 規格・基準類との整合化では、２月に改定された「高炉スラグ細骨材を使用するコンクリートの

調合設計・施工指針」などの最新の指針類の内容を取り込んだ。同指針ではこれまで高強度コンク

リートでの使用が除外されてきた高炉スラグ細骨材を使用できるように内容が改められた。そのた

めの裏付けとなるデータも充実しており、本文の中にそれを取り込むことで使いやすくした。 
 ０９年に改定となったＪＡＳＳ５に関連する変更としては、調合に関してＳ値（構造体強度補正

値）による管理が導入されたことから用語も含めてその内容に整合化を図った。また、コンクリー

ト用化学混和剤協会の協力により、１００Ｎ／㎟以上の高強度コンクリート用混和剤の選定基準

（案）を制定した。０９年版のＪＡＳＳ５では高強度コンクリート用混和剤の性能判定基準（ＪＡ

ＳＳ５Ｍ―７０２）として６０Ｎ／㎟以上の高強度コンクリートに用いる混和剤の基準値が示され

ているが、「１００Ｎ／㎟以上では高性能減水剤が必須となる。１００Ｎ／㎟以上の高強度コンクリ

ートを製造するにはどのような混和剤があり、どのように使えばいいのか基準を示すために、混和

剤メーカー各社の製品を共通試験して基準値を設定した」（同）という。 
 採用事例の少ない記述や項目を削除し、本編のスリム化も図っている。「高強度鋼管充填コンクリ

ート」と「高強度プレキャストコンクリート」は指針の本文から削除した。ともに設計基準強度の

上限値が０８年の「コンクリート充填鋼管構造設計施工指針」の改定で９０Ｎ／㎟に、１３年の「Ｊ

ＡＳＳ１０（プレキャスト鉄筋コンクリート工事）」の改定で１２０Ｎ／㎟に引き上げられたことか

らそれを参照することとした。付録では、０９年に「高強度コンクリートの技術の現状」が改定さ

れたことを受けて、「高強度・超高強度コンクリートの諸性質」を削除した。 
 誤解を招く表現の修正と判断がつきにくい記述の修正や削除も図っている。指針本文中の「ねば

ならない」という表現は「指針は仕様書のような性質のものではないので表現としては適さない」

（同）として修正を図った。 
 近年、環境配慮の観点から高炉スラグ微粉末やフライアッシュなどの混合材を用いた環境配慮型

のコンクリート技術が登場し、高強度化に向けた技術開発も進んでいることを受けて、セメントに

プレミックスされる混合材の添加率の規定を見直した。初版の指針では「添加率４０％以下」と規

定されているが、今回の改定でその規定を削除した。 
 一瀬主査はその意図について「実際に高炉セメントＢ種の添加率は４０％を超えている。混和材

を４０％以上添加しても高強度コンクリートを製造できる技術はあるので指針で基準値を設けるこ

とにより、今後の技術革新の足かせとならないようにした」としている。 
 

（コンクリート工業新聞２０１３年１１月２８日付掲載） 


